
実地指導等について 

 

1．介護保険施設等の行政処分等の状況について          

人員・運営基準違反や介護報酬の不正請求、利用者への虐待行為等により、令和 2 年度は以

下のとおり指定の取消等の処分が行われています。 

 

▼指定取消・効力の停止処分 109 事業所 

▼サービス種別ごと状況   訪問介護 26、居宅介護 12、 

認知症対応型共同生活介護 7、 

地域密着型通所介護 6     など 

 ▼処分事由の状況      指定取消では、不正請求、法令違反、虚偽報告など 

  （割合の高い順）     効力停止では、不正請求、法令違反、運営基準違反など 

 

２．業務管理体制について                     

 業務管理体制とは、不正事案の発生防止の観点から、事業者が関係法令等を遵守して、適正

な運営を行う組織としての仕組みです。 

介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、指定を受けている事業所の数に応

じて定められ、事業者はその内容を関係行政機関に届け出ています。 

また、事業所の運営においては業務管理体制が整備され、法令を遵守していることが前提と

なります。 

 

～関係法令等の遵守について～ 

 事業の適正な運営のためには、 

▼事業者の役員・管理者・従業者が、関係法令等を把握したうえで、その法令等に従って適

正に事業を行う必要がある。 

▼関係法令等の改正が行われた場合には、仕組みの見直しを行い、従業者等に周知して、適

正な運営を行うことが求められる。 

 

今年度は、地域密着型サービスのみを行う事業者で町内にのみ所在する事業者（＝当町に届

出のある３事業者）において、一般検査（報告書の提出による）を実施しました。 

こうした一般検査は、業務管理体制の整備や運用状況を確認するため定期的に実施されます。 

事業者においては、「決めた仕組みにより法令遵守がされているか」をチェックする機会を設け

て、必要に応じて改善に取り組み、適正な運営を図ってください。 

 

【南部町】資料５ 



３．町指定地域密着型サービス事業所数について           

サービス種類 
事業所数 

令和２年度 令和３年度 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1（１） 1 

夜間対応型訪問介護 0 0 

地域密着型通所介護 1 1 

(介護予防)認知症対応型通所介護 2（１） 2（１） 

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 1 1（１） 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 11（８） 11（１） 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護 1 1 

計 17（10） 17（3） 

※表中（ ）内は、実地指導の実施数 

3．町実地指導の指摘事項等について                                 

令和 3 年度は以下の３種類で事業者宛て結果を通知しています。 

 

指 摘 事 項 指導後に改善内容を確認する必要がある事項 

助 言 事 項 違反は認められないが、改善することが望ましい事項 

評価される事項 評価できる取り組みであり、他事業所の参考となる事項 

 

  種類 

 

項目 

指摘事項 助言事項 評価される事項 

件数 

(うち改善報告を要するもの) 

件数 件数 

人 員 基 準  1 （1） 4   0   

設 備 基 準  0 （0）   0   0   

運 営 基 準  5 （5）  10     2   

介 護 報 酬  1 （1） 4   0   

業務管理体制 0 （0） 1  0   

計  7 （7） 19   2   

 



以下は主な指摘事項等の詳細です。特定のサービスのみに該当する場合は、( )書きでサービ

ス種類を記載しています。 

【主な指摘事項】 

人員基準 

従業者の員数 

勤務実績表を作成していない。 

勤務実績表を必ず作成すること。勤務実績表は、貴事業所がその月において、人員基準の欠

如がないか、適正な人員をもってサービスを提供できたかを判断する重要な書類である。ま

た、勤務実績表を確認し、人員基準を満たさずサービス提供を行った場合、介護報酬を減算

して請求しなければならない場合もある。 

運営基準 

内容及び手続きの説明及び同意 

記載内容が現状と異なっている。 

運営規程と重要事項説明書の不一致を修正すること。 

協力医療機関等 

協力医療機関との協定書等がない。 

協力医療機関から、利用者の入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を得るた

め、あらかじめ必要な事項を協定書等で取り交わしておくこと。 

【主な助言事項】 

人員基準 

従業者の員数 

出勤簿には、出・退勤時間を記入する。 

出勤簿には、実際の出・退勤時間を記入すること。また、客観的に勤務時間を把握する体制

を整えることが望ましい。 

辞令等の人事異動の内容が確認できる書類の写しを事業所で保管する。 

事業所の業務にあたる非常勤等を含む全職員の雇用契約書・秘密保持に関する誓約書・資格

証等の写し・辞令等（原本は人事担当部署で可）は、事業所においても保管すること。また、

人員配置は基準を満たしているかの判断が明確になるよう、雇用契約書・辞令には従事する

全ての職種を記載のうえ、兼務の状況を明確にすること。 

運営基準 

サービスの提供の記録 

サービス提供記録には具体的な内容を記載する。 

サービス提供記録は、サービスを提供した証拠であり報酬請求の根拠となる。また、職員間

で共有するほか、必要に応じて利用者や家族が閲覧することもあるため、分かりやすい表現

で記載すること。なお、過度な謙譲語は控え、分かりやすい表現で記載することが望ましい。 



具体的取扱方針 

緊急やむを得ず身体拘束をする場合は、要件の判断に加え、極めて慎重に手続きをする。 

「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」の身体拘束は認められるが、極めて

限定的に考えるべきであり、身体拘束を必要としない状態づくり（原因を探り、除去する）

に努めること。また、「緊急やむを得ない場合であるか」の判断は、個人ではなく、事業所

全体で行われるように、あらかじめ定めているルールや手続きについて、職員間で共有して

おくこと。 

具体的には、以下に沿って行うことが求められる。 

①「緊急やむを得ない」とは「切迫性、非代替性、一時性」の要件をすべて満たす場合であ

って、その検討した内容を記録する。 

②利用者や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間、期間等を詳細に説明し

て理解を得る。 

③身体拘束を行う場合には、その様態、時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由

を記録する。 

④「緊急やむを得ない場合」に該当するかを常に観察・再検討して、要件に該当しなくなっ

た場合には、直ちに解除する。また、解除した状態を観察する等の対応をとることが重要で

ある。  

介護・居宅サービス計画の作成 

介護計画の作成にあたって、個別・具体的な内容を記載すること。 

計画は、興味・関心シート等を活用して本人の状況を反映させた概ね長期６ヶ月・短期３ヶ

月後に達成できる目標を設定すること。 

また、支援内容には居宅サービス計画に沿った内容で具体的に記入したうえで、その支援内

容ごとに評価をすることが望ましい。 

ケアマネジメントの一連の流れを大切に、利用者本位の自立を目指した計画を作成する。 

居宅サービス（介護）計画の作成には、参加が望ましくない（家庭内暴力等）場合を除き、

利用者・家族を含めたサービス担当者会議を開催して、利用者の状況を改善するための課題

分析を行う。その内容を踏まえて、利用者のできること・できないことを整理したうえで、

必要な支援内容を居宅サービス（介護）計画に記載すること。 

また、福祉用具の利用にあたっては、必要性に乏しい居宅サービスの利用を助長することの

無いよう、専門的意見を聴取するとともに検証したうえで、必要である理由を記載すること。 

勤務体制の確保等 

研修の実施記録を整備して、その内容を職員が共有したことが分かるようにする。 

外部研修の内容は参加者以外の職員も共有することで、事業所全体のサービス提供の質の向

上が図られる。そのため、報告様式に回覧の欄を設けるなど統一した様式を整備することも

有用である。さらに、必ず当日の研修資料を添付して保管すること。 

 



非常災害対策 

避難経路の安全を確保する。 

避難経路は、利用者の通行の障害となる備品を置かず、車いす等で通行が可能となる十分な

幅や段差を解消する対応策を講じる等、安全を確保すること。 

諸書類を整備する。 

諸書類は、年度毎に種類別に綴るなど、基準等の遵守や加算の算定要件が明確に書面上で確

認できるようにすることが望ましい。また、各種様式は職員の確認印欄を設けることで、職

員間の情報共有を図ることができる。更には、職員への周知等が算定の要件となる加算では、

確認が明確となるため、様式を検討することも有用である。 

介護報酬 

医療連携体制加算（Ⅰ）（認知症対応型共同生活介護） 

要件を満たすことを書面上で明確に確認できるよう様式等を検討する。 

看護師が行う業務としては、①利用者に対する日常的な健康管理、②通常時及び特に利用者

の状態悪化時における医療機関（主治医）との連絡・調整、③看取りに関する指針の整備等

が想定される。 

特に①について、具体的には以下の業務が考えられる。 

・看護師は、介護職員が作成したサービス提供記録の確認や介護職員からの聞き取り等によ

り、入居者の状況を把握したうえで、日常的な健康管理を行う。また、介護職員に対して

医療面からサービス提供の留意点について指導・援助を行う。 

・介護職員は、看護師が作成した日常的な健康管理の記録※を確認のうえ、サービスを提供

する。 

上記を踏まえて、改めて看護師による業務内容を整理して、要件を満たすことが明確に確認

できるよう様式を修正すること。 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 

要件を満たすことを書面上で確認できるように整備する。 

当該加算は、加算を取得する月の前々月の末日※１までに計画書を提出して、各事業年度に

おける最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日※２までに実績報告書を提出しなけ

ればならない。 

また、計画書及び実績報告書の記載内容を証明する資料について、事業者は指定権者の求め

があった場合に速やかに提出しなければならない。 

具体的には、従業者毎の改善額が示された積算資料、賃金改善以外の処遇改善（職場環境等

要件）に取り組んだ内容が分かる資料、計画書の内容を全従業者に周知したことが分かる資

料等である。 

特に、賃金改善額が取得した加算額を上回ることが確認できる資料は、毎月の積み上げによ

るものであるため、給与計算を含む会計管理を業務委託している場合でも、毎月必ず事業者

がその内容を把握したうえで、必要な書類を整備しておくこと。 



 

4．自己点検シートの活用について                   

適切なサービス提供にあたり、事業者自らが介護保険の基準省令の内容を遵守している

かを確認して、不適切な事項がある場合は改善するとともに、介護サービスの向上に努める

ことが重要です。 

人員・設備・運営基準等に関する『自己点検シート』及び『各種加算等点検シート』は、

実地指導時に提出を依頼しています。実地指導の対象ではない場合でも、定期的に下記に掲

載している点検シートを活用して、適正な事業の運営に努めてください。 

 

【町 HP】地域密着型サービス事業所の実地指導について 

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,11101,26,335,html 

※「介護保険施設等実地指導マニュアルにおける「各種加算等自己点検シート」「各種加算・減算適用要件等一覧」の

改訂について（通知）」（Ｒ3.12.21 付け厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長通知）を踏まえてＲ4.3.8 全サービ

ス種別改訂済 

【主な評価される事項】 

運営基準 

勤務体制の確保等 

職員会議を活用し、研修・委員会の内容を共有している。 

職員会議では、安全委員会（身体拘束・虐待防止・事故防止）や各種研修等の内容が報告さ

れ、職員会議の資料内容は詳細で充実している。 

記録の整備 

書類が整理され、各種算定要件を満たしていることが明確に把握できる。 

整理された書類に、従業者の押印があり、従業者間の情報共有が図られている。 

また、サービス提供記録には各種加減算の有無が明記され、利用者の様子が詳細に記録され

ている。 


